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ＩＣＴ活用工事実施要領 

 

令和２年６月１日 制定 

令和３年６月１日 改定 

令和４年６月１日 改定 

令和５年６月１日 改定 

 

第１ 趣旨 

本要領は、広島県土木建築局が発注する工事において、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検

査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用することで、建設産業の生産性

向上の実現を目的とする「ＩＣＴ活用工事」の実施に関し必要な事項を定める。 

 

第２ 定義 

ＩＣＴ活用工事とは、次の施工プロセスの全ての段階でＩＣＴを活用する工事を基本とする。 

簡易型ＩＣＴ活用工事とは、次の２、４及び５の段階で活用を必須とし、１、３の段階で受注者の希望によ

りＩＣＴ施工技術の活用を選択し、ＩＣＴを部分的に活用する工事を基本とする。 

１ ３次元起工測量 

２ ３次元設計データ作成 

３ ＩＣＴ建設機械による施工 

４ ３次元出来形管理等の施工管理 

５ ３次元データの納品 

 

第３ ＩＣＴ活用工事（共通） 

１ ＩＣＴ活用工事の実施方法 

(1) 発注における入札公告等 

入札公告及び特記仕様書に当該工事がＩＣＴ活用工事の対象工事である旨を記載する。 

 

(2) 発注型式 

次のア～ウによるものとする。ただし、災害復旧工事は基本的にＩＣＴ活用工事として発注しないことと

する。 

なお、ＩＣＴ活用工事として発注していない工事において、受注者からの希望があり、受発注者間の協

議が整った場合は、ＩＣＴ活用工事として事後設定できるものとし、ＩＣＴ活用工事設定後は、受注者希望

型と同様の取り扱いとする。 

ア 発注者指定型 

ＩＣＴ活用工事の実施を必須とする。 

イ 発注者指定（簡易）型 

簡易型ＩＣＴ活用工事の実施を必須とする。 

なお、契約後、受注者の希望がある場合、ＩＣＴ活用工事に変更することも可能とする。 

ウ 受注者希望型 

契約後、受注者の希望がある場合、ＩＣＴ活用工事又は簡易型ＩＣＴ活用工事を実施することを可能と

する。 
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２ ＩＣＴ活用工事の実施の推進のための措置 

(1) 総合評価落札方式における加点措置 

ＩＣＴ活用工事の施工実績を総合評価において加点評価する。 

 

(2) 工事成績評定における措置 

ア 評価項目 

施工プロセスの各段階でＩＣＴを活用した場合、発注型式に関わらず、創意工夫【施工】において該当す

る項目で加点評価する（ＩＣＴ活用による加点は最大２点の加点とする）。 

□ＩＣＴ活用工事加点として起工測量から電子納品までの何れかの段階でＩＣＴを活用した工事（電子納品のみは除

く）。※本項目は１点の加点とする。 

□ＩＣＴ活用工事加点として起工測量から電子納品までの全ての段階でＩＣＴを活用した工事。※本項目は２点の加

点とする 

イ 工事目的物でＩＣＴを活用しない場合 

ＩＣＴ活用工事において、工事目的物でＩＣＴを活用しない工事の成績評定点については、上記２(2)アで

の加点対象とせず、併せて次の(ｱ)～(ｳ)を標準として減点を行うものとする。ただし、２(2)ウ(ｱ)～(ｳ)に該

当する場合は、減点対象としない。 

(ｱ) 発注者指定型 

受注者の責で工事目的物においてＩＣＴを活用（上記第２の１～５の全て）しない場合は、契約不履行

として工事成績評定から措置の内容に応じて減点する。 

(ｲ) 発注者指定（簡易）型 

受注者の責で工事目的物においてＩＣＴを活用しない場合は、契約不履行として工事成績評定から措置

の内容に応じて減点する。 

なお、受注者の希望があり実施を選択した施工プロセスにおいて、ＩＣＴを活用しない場合は、工事成

績評定における減点は行わない。 

(ｳ) 受注者希望型 

工事成績評定における減点は行わない。 

ウ 減点対象外 

次については、減点対象としない。 

(ｱ) 起工測量において、前工事での３次元納品データが活用できる場合等の断面及び変化点の計測による測量。 

(ｲ) 施工現場の環境条件が原因で、ＩＣＴ建設機械による施工が困難となる場合の従来型建設機械による施工。 

(ｳ) 冬季の降雪・積雪によって面管理が実施できない場合等の断面及び変化点の計測による出来形管理及び降

雪・積雪による施工後の現況計測未実施。 

 

(3) 優良建設工事等表彰における措置 

表彰対象工事においてＩＣＴ活用工事又は簡易型ＩＣＴ活用工事の実施を加点評価する。 

 

３ 現場見学会・講習会の実施 

ＩＣＴ活用工事の推進を目的として、官民を対象とした見学会の開催を随時検討するものとする。 

 

４ その他 

この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者間で協議し、定めるものとする。 
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第４ ＩＣＴ活用工事（土工）※土工量 1,000m3 以上 

１ ＩＣＴ活用工事 

(1) ＩＣＴ活用工事における土工 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（土工）とするが、次のイ、

エ及びオの段階で活用を必須としア、ウの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用を選択し、部分

的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事（土工）とする。 

ア ３次元起工測量 

イ ３次元設計データ作成 

ウ ＩＣＴ建設機械による施工 

エ ３次元出来形管理等の施工管理 

オ ３次元データの納品 

受注者からの提案・協議により、地盤改良工、付帯構造物設置工、法面工及び作業土工（床掘）にＩＣＴ

施工技術を活用する場合はそれぞれの項目を参照すること。 

 

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（土工）実施要領 国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象とすることができる工事は、建設工事指名業者等選定要綱の別表第２左欄に掲げる

発注工事の種類において「一般土木工事」、「法面処理工事」及び「舗装工事」を原則とし、土工量 1,000

ｍ3以上で、次のア、イに該当する工事とする。 

なお、施工箇所が点在する工事においては、１施工箇所の土工量で判断するものとする。 

ア 対象工種 

  ＩＣＴ活用工事の対象は、次の(ｱ)、(ｲ)に該当する工種（工種体系ツリーにおけるレベル２工種）とす

る。 

(ｱ) 河川土工、海岸土工、砂防土工 

・掘削工（河床等掘削含む） 

・盛土工 

・法面整形工 

(ｲ) 道路土工 

・掘削工 

・路体盛土工 

・路床盛土工 

・法面整形工 

イ 適用対象外 

従来施工において、土工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適

用対象外とする。 

 

２ 発注型式 

ＩＣＴ活用工事の発注型式は、次の(1)～(3)によるものとする。 

(1) 発注者指定型 



 

4 

次のア、イのいずれかを満たす工事を原則、発注者が設定した対象工事に適用する。ただし、ＣＩＭ推進

モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用する工事は、次の条件によらず発注者指定型とす

る。 

ア 土工量 1,000m3以上かつ予定価格（消費税を含む）１億円以上 

イ 土工量 30,000m3以上 

 なお、次の２(2)、(3)の発注型式に該当する工事を、発注者指定型に設定することも可能とする。 

 

(2) 発注者指定（簡易）型 

土工量 3,000m3 以上 30,000m3 未満かつ予定価格 1 億円（消費税を含む）未満の工事を原則、発注者が設

定した対象工事に適用する。 

なお、次の２(3)の発注型式に該当する工事を、発注者指定（簡易）型に設定することも可能とする。 

 

(3) 受注者希望型 

土工量 1,000m3 以上 3,000m3 未満かつ予定価格（消費税を含む）１億円未満の工事を原則、発注者が設定

した対象工事に適用する。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（土工）実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 

 

(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（土工）実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

ア 発注型式における積算方法 

(ｱ) 発注者指定型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき積算を行い、当初設計においてＩＣＴの活

用に係る経費を計上するものとする。 

(ｲ) 発注者指定（簡易）型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき積算を行い、当初設計においてＩＣＴの活

用（上記第４の１(1)エ及びオ）に係る経費を計上するものとする。契約後の協議において、受注者か

らの希望がありＩＣＴを活用（上記第４の１(1)ア、ウ）する場合、ＩＣＴを活用する項目について、

各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき積算を行い、設計変

更の対象とする。 

(ｳ) 受注者希望型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものと

する。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目

について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき積算を行

い、設計変更の対象とする。 

イ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（共通） 
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   従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初

設計において３次元起工測量・３次元設計データの作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元起工測量

及び３次元設計データの作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元起工

測量及び３次元設計データの作成を指示し、設計変更において共通仮設費の技術管理費に計上するものと

する。 

 発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 

ウ ３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用（共通） 

(ｱ) ３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元データ納品を行う場合は、費用の

妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が「土木工事標準積算基準書 

広島県」に基づき算出される金額を下回る場合は、見積書により算出される金額を積算計上額とする。 

(ｲ) 見積りにより算出される金額には、共通仮設費（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形

管理及び３次元データ納品に要する費用）と現場管理費（外注経費 を含む ）に加え、一般管理費等を

含むこととする。また、見積りには、３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を行う対

象範囲を明記するものとする。 

(ｳ) 見積りにより算出される金額を積算計上額として採用する場合は、全ての間接費の対象外として共通

仮設費の技術管理費に積上げ計上するものとする 。 

(ｴ) 受注者から見積りの提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の

費用は計上しないものとする。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 

エ 掘削工（又は河床等掘削工）における建設機械の稼働実績の確認（共通） 

掘削工（又は河床等掘削工）のＩＣＴ建設機械による施工は、当面の間、ＩＣＴ施工現場での施工数量

に応じて変更を行うものとし、施工数量は建設機械（ＩＣＴ建設機械、通常建設機械）の稼働実績を用い

て算出するものとする。 

受注者は、ＩＣＴ施工に要した建設機械（ＩＣＴ建設機械、通常建設機械）の稼働実績を「別記様式１ 

稼働実績報告書」に記入し、稼働状況が確認できる資料（工事日誌や稼働前点検の記録等）とともに、毎

月７日までに監督職員へ提出するものとする。 

なお、稼働実績が確認できる資料の提出がない等、稼働実績が適正と認められない場合は、全施工数量

の 25％（砂防土工の場合は 50％）を土木工事標準積算基準書の「掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用割合

100％］」（砂防土工の場合は「掘削（砂防）（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建設機械使用割合 100％］」又は、河

床等掘削工の場合は河床等掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用割合 100％］）の施工数量として変更するも

のとする。 
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第５ ＩＣＴ活用工事（土工 1,000m3未満）※1,000m3 未満 

１ ＩＣＴ活用工事 

(1) ＩＣＴ活用工事における土工 1,000m3未満 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（土工 1,000m3未満）とする

が、次のイ、エ及びオの段階で活用を必須としア、ウの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用を

選択し、部分的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事とする。 

ア 従来手法（選択） 

イ ３次元設計データ作成 

ウ ＩＣＴ建設機械による施工 

エ ３次元出来形管理等の施工管理 

オ ３次元データの納品 

受注者からの提案・協議により、地盤改良工、付帯構造物設置工、法面工及び作業土工（床掘）にＩＣＴ

施工技術を活用する場合はそれぞれの項目を参照すること。 

 

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（土工 1,000m3 未満）実施要領 国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象とすることができる工事は、建設工事指名業者等選定要綱の別表第２左欄に掲げる

発注工事の種類において「一般土木工事」、「法面処理工事」及び「舗装工事」を原則とし、土工量 1,000

ｍ3未満で、次のア、イに該当する工事とする。 

なお、施工箇所が点在する工事においては、１施工箇所の土工量で判断するものとする。 

ア 対象工種 

  ＩＣＴ活用工事の対象は、次の(ｱ)、(ｲ)に該当する工種（工種体系ツリーにおけるレベル２工種）及び

(ｳ)に該当する工種（工種体系ツリーにおけるレベル３工種）とする。 

(ｱ) 河川土工、海岸土工 

・掘削工 

・盛土工 

・法面整形工 

(ｲ) 道路土工 

・掘削工 

・路体盛土工 

・路床盛土工 

・法面整形工 

(ｳ) 側溝工 

暗渠工 

イ 適用対象外 

従来施工において、土工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適

用対象外とする。 

 

２ 発注型式 
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 (1) 発注者指定型 

ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用する工事は、発注者指定型とする。 

(2) 受注者希望型 

土工量 1,000m3 未満全ての工事を原則、発注者が設定した対象工事に適用する（土工量 500m3未満かつ予

定価格（消費税を含む）１千万円未満の工事を除く）。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（土工 1,000m3 未満）実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 

 

(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（土工 1,000m3 未満）実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

ア 発注型式における積算方法 

(ｱ) 発注者指定型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（土工 1,000m3未満）積算要領 国土交通省」に基づき積算を行い、当

初設計においてＩＣＴの活用に係る経費を計上するものとする。 

(ｲ) 受注者希望型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものとす

る。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目につ

いて、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（土工 1,000m3 未満）積算要領 国土交通

省」に基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

イ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（共通） 

従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初

設計において３次元起工測量・３次元設計データの作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元起工測量

及び３次元設計データの作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、指示し、設

計変更において共通仮設費の技術管理費に計上するものとする。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 

ウ ３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用（共通） 

原則、断面管理にて出来形管理を実施するため、費用は計上しない。ウ 掘削工における建設機械の稼働実

績の確認 

掘削工のＩＣＴ建設機械による施工は、当面の間、ＩＣＴ施工現場での施工数量に応じて変更を行うも

のとし、施工数量は建設機械（ＩＣＴ建設機械、通常建設機械）の稼働実績を用いて算出するものとす

る。 

受注者は、ＩＣＴ施工に要した建設機械（ＩＣＴ建設機械、通常建設機械）の稼働実績を「別記様式１ 

稼働実績報告書」に記入し、稼働状況が確認できる資料（工事日誌や稼働前点検の記録等）とともに、毎

月７日までに監督職員へ提出するものとする。 

なお、稼働実績が確認できる資料の提出がない等、稼働実績が適正と認められない場合は、全施工数量

の 25％を「ＩＣＴ活用工事（土工 1,000m3 未満）実施要領 国土交通省」の「土工（1,000m3 未満）

(ICT)」の施工数量として変更するものとする。 
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第６ ＩＣＴ活用工事（小規模土工） 

１ ＩＣＴ活用工事 

小規模土工とは、次のア、イに該当する作業内容とする。 

ア １箇所当りの施工土量が 100m3 程度までの掘削、積込及びそれらに伴う運搬作業 

イ １箇所当りの施工土量が 100m3 程度まで、又は平均施行幅２m 未満の床掘及びそれに伴う埋め戻し、舗装

版破砕積込（舗装厚５cm以内）、運搬作業。また、適用土質は、土砂（砂質土、砂、粘性土及び礫質土）

とする。 

なお、「１箇所当り」とは目的物（構造物・掘削等）１箇所当りのことであり、目的物が連続している場

合は、連続している区間を１箇所とする。 

(1) ＩＣＴ活用工事における小規模土工 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（小規模土工）とするが、次

のイ及びオの段階で活用を必須としア、ウの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用を選択し、部

分的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事（小規模土工）とする。 

ア 従来手法（選択） 

イ ３次元設計データ作成 

ウ ＩＣＴ建設機械による施工 

エ 該当なし 

オ ３次元データの納品 

 

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（小規模土工）実施要領 国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象とすることができる工事は、建設工事指名業者等選定要綱の別表第２左欄に掲げる

発注工事の種類において「一般土木工事」、「法面処理工事」及び「舗装工事」を原則とし、次のア、イに

該当する工事とする。 

なお、施工箇所が点在する工事においては、１施工箇所の土工量で判断するものとする。 

ア 対象工種 

  ＩＣＴ活用工事の対象は、次の(ｱ)、(ｲ)に該当する工種（工種体系ツリーにおけるレベル２工種）とす

る。 

(ｱ) 河川土工、海岸土工 

・掘削工 

(ｲ) 道路土工 

・掘削工 

２ 発注型式 

  受注者希望型 

全ての工事を原則、発注者が設定した対象工事に適用する。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（小規模土工）実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 
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(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（小規模土工）実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

ア 発注型式における積算方法 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものとす

る。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目につ

いて、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（小規模土工）積算要領 国土交通省」に基

づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

イ ３次元設計データの作成費用 

従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初

設計において３次元設計データの作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元設計データの作成に係る費

用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元設計データの作成を指示し、設計変更にお

いて共通仮設費の技術管理費に計上するものとする。また、３次元起工測量を実施した場合は、３次元設

計データの作成費用と同様に計上するものとする。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 

ウ ３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用 

 原則、断面管理にて出来形管理を実施するため、費用は計上しない。 

エ 掘削工における建設機械の稼働実績の確認 

掘削工のＩＣＴ建設機械による施工は、当面の間、ＩＣＴ施工現場での施工数量に応じて変更を行うもの

とし、施工数量は建設機械（ＩＣＴ建設機械、通常建設機械）の稼働実績を用いて算出するものとする。 

受注者は、ＩＣＴ施工に要した建設機械（ＩＣＴ建設機械、通常建設機械）の稼働実績を「別記様式１ 

稼働実績報告書」に記入し、稼働状況が確認できる資料（工事日誌や稼働前点検の記録等）とともに、毎月

７日までに監督職員へ提出するものとする。 

なお、稼働実績が確認できる資料の提出がない等、稼働実績が適正と認められない場合は、全施工数量の

25％を「ＩＣＴ活用工事（小規模土工）積算要領 国土交通省」の「小規模土工(ICT)」の施工数量として変

更するものとする。 

  



 

10 

第７ ＩＣＴ活用工事（舗装工） 

１ ＩＣＴ活用工事 

(1) ＩＣＴ活用工事における舗装工 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（舗装工）とするが、次の

イ、エ及びオの段階で活用を必須としア、ウの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用を選択し、

部分的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事（舗装工）とする。 

ア ３次元起工測量 

イ ３次元設計データ作成 

ウ ＩＣＴ建設機械による施工 

エ ３次元出来形管理等の施工管理 

オ ３次元データの納品 

受注者からの提案・協議により、付帯構造物設置工にＩＣＴ施工技術を活用する場合はそれぞれの項目を

参照すること。 

 

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領 国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象とすることができる工事は、建設工事指名業者等選定要綱の別表第２左欄に掲げる

発注工事の種類において「一般土木工事」、「舗装工事」を原則とし、舗装面積 1,000ｍ2 以上の工事と

し、次のア、イに該当する工事とする。 

なお、施工箇所が点在する工事においては、１施工箇所の舗装面積で判断するものとする。 

ア 対象工種・種別 

ＩＣＴ活用工事の対象は、次の表１に該当する工種及び種別（工種体系ツリーにおけるレベル２工種と

レベル３種別）とする。 

表１ ＩＣＴ活用工事の対象工種及び種別 

レベル１ 

工事区分 

レベル２ 

工種 

レベル３ 

種別 

舗装 

水門 

舗装工 アスファルト舗装工 

半たわみ性舗装工 

築堤・護岸 

堤防・護岸 

砂防堰堤 

付帯道路工 排水性舗装工 

透水性舗装工 

グースアスファルト舗装工 

コンクリート舗装工 

 

イ 適用対象外 

従来施工において、舗装工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は

適用対象外とする。 

 

２ 発注型式 

ＩＣＴ活用工事の発注型式は、次の(1)～(3)によるものとする。 
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(1) 発注者指定型 

舗装面積 2,000m2以上かつ予定価格（消費税を含む）1.3千万円以上の工事を原則、発注者が設定した対

象工事に適用する。ただし、ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用する工事

は、上記の条件によらず発注者指定型とする。 

なお、次の２(2)、(3)の発注型式に該当する工事を、発注者指定型に設定することも可能とする。 

 

(2) 発注者指定（簡易）型 

次のア、イのいずれかを満たす工事を原則、発注者が設定した対象工事に適用する。 

ア 舗装面積 1,000m2 以上 2,000m2未満かつ予定価格（消費税を含む）1.3千万円以上 

イ 舗装面積 2,000m2 以上かつ予定価格（消費税を含む）1.3千万円未満 

なお、次の２(3)の発注型式に該当する工事を、発注者指定（簡易）型に設定することも可能とする。 

 

(3) 受注者希望型 

舗装面積 1,000m2以上 2,000m2未満かつ予定価格（消費税を含む）1.3千万円未満の工事を原則、発注者

が設定した対象工事に適用する。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 

 

(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

ア 発注型式における積算方法 

(ｱ) 発注者指定型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき積算を行い、当初設計においてＩＣＴの活

用に係る経費を計上するものとする。 

(ｲ) 発注者指定（簡易）型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき積算を行い、当初設計においてＩＣＴの活

用（上記第７の１(1)エ及びオ）に係る経費を計上するものとする。契約後の協議において、受注者か

らの希望がありＩＣＴを活用（上記第７の１(1)ア、ウ）する場合、ＩＣＴを活用する項目について、

各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき積算を行い、設計変

更の対象とする。 

(ｳ) 受注者希望型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものと

する。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目

について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき積算を行

い、設計変更の対象とする。 

イ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（共通） 
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従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初

設計において３次元起工測量及び３次元設計データ作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元起工測量

及び３次元設計データ作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元起工測

量及び３次元設計データの作成を指示し、設計変更において共通仮設費の技術管理費に計上するものとす

る。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 

ウ ３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用（共通） 

(ｱ) ３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元データ納品を行う場合は、費用の

妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が「土木工事標準積算基準書 

広島県」に基づき算出される金額を下回る場合は、見積書により算出される金額を積算計上額とする。 

(ｲ) 見積りにより算出される金額には、共通仮設費（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形

管理及び３次元データ納品に要する費用）と現場管理費（外注経費 を含む ）に加え、一般管理費等を

含むこととする。また、見積りには、３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を行う対

象範囲を明記するものとする。 

(ｳ) 見積りにより算出される金額を積算計上額として採用する場合は、全ての間接費の対象外として共通

仮設費の技術管理費に積上げ計上する ものとする 。 

(ｴ) 受注者から見積りの提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の

費用は計上しないものとする。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 
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第８ ＩＣＴ活用工事（河川浚渫） 

１ ＩＣＴ活用工事 

(1) ＩＣＴ活用工事における河川浚渫 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（河川浚渫）とするが、次の

イ、エ及びオの段階で活用を必須としア、ウの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用を選択し、

部分的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事とする。 

ア ３次元起工測量 

イ ３次元設計データ作成 

ウ ＩＣＴ建設機械による施工 

エ ３次元出来形管理等の施工管理 

オ ３次元データの納品 

 

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）実施要領 国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象とすることができる工事は、建設工事指名業者等選定要綱の別表第２左欄に掲げる

発注工事の種類において「しゅんせつ工事」を原則とし、次のア、イに該当する工事とする。 

ア 対象工種 

ＩＣＴ活用工事の対象は、次に該当する工種（工種体系ツリーにおけるレベル２工種）とする。 

・浚渫工（バックホウ浚渫船） 

イ 適用対象外 

従来施工において、土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用対象

外とする。 

 

２ 発注型式 

ＩＣＴ活用工事の発注型式は、次の(1)～(3)によるものとする。 

(1) 発注者指定型 

ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用する工事を発注者指定型とする。 

なお、次の２(2)、(3)の発注型式に該当する工事を、発注者指定型に設定することも可能とする。 

 

(2) 発注者指定（簡易）型 

発注者は発注者指定型を除く全ての工事を発注者指定（簡易）型に設定することも可能とする。 

 

(3) 受注者希望型 

発注者は発注者指定型を除く全ての工事を受注者希望型に設定することも可能とする。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 
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(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

ア 発注型式における積算方法 

(ｱ) 発注者指定型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）積算要領 国土交通省」に基づき積算を行い、当初設計にお

いてＩＣＴの活用に係る経費を計上するものとする。 

(ｲ) 発注者指定（簡易）型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）積算要領 国土交通省」に係る経費を計上するものとする。

契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用（上記第８の１(1)ア、ウ）する場合、Ｉ

ＣＴを活用する項目について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）積算

要領 国土交通省」に基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

(ｳ) 受注者希望型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものとす

る。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目に

ついて、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）積算要領 国土交通省」に基

づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

イ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（共通） 

従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初

設計において３次元起工測量及び３次元設計データ作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元起工測量

及び３次元設計データ作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元起工測

量及び３次元設計データの作成を指示し、設計変更において共通仮設費の技術管理費に計上するものとす

る。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 

ウ ３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用（共通） 

(ｱ) ３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元データ納品を行う場合は、費用の

妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が「土木工事標準積算基準書 

広島県」に基づき算出される金額を下回る場合は、見積書により算出される金額を積算計上額とする。 

(ｲ) 見積りにより算出される金額には、共通仮設費（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形

管理及び３次元データ納品に要する費用）と現場管理費（外注経費 を含む ）に加え、一般管理費等を

含むこととする。また、見積りには、３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を行う対

象範囲を明記するものとする。 

(ｳ) 見積りにより算出される金額を積算計上額として採用する場合は、全ての間接費の対象外として共通

仮設費の技術管理費に積上げ計上する ものとする 。 

(ｴ) 受注者から見積りの提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の

費用は計上しないものとする。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 
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第９ ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘）） 

１ ＩＣＴ活用工事 

(1) ＩＣＴ活用工事における作業土工（床掘） 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））とする

が、次のイ及びオの段階で活用を必須としア、ウの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用を選択

し、部分的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））とする。 

ア ３次元起工測量 

イ ３次元設計データ作成 

ウ ＩＣＴ建設機械による施工 

エ 該当無し 

オ ３次元データの納品 

 

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））実施要領 国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象とすることができる工事は、ＩＣＴ土工を実施している工事とする。 

 

２ 発注型式 

ＩＣＴ土工における関連工種とするため、ＩＣＴ作業土工（床掘）単独での発注は行わない。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 

 

(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものとす

る。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目につい

て、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき積算を行い、設計変

更の対象とする。 

従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初設

計において３次元起工測量及び３次元設計データ作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元起工測量及び

３次元設計データ作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元起工測量及び

３次元設計データの作成を指示し、設計変更において共通仮設費の技術管理費に計上するものとする。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 
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第 10 ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工） 

１ ＩＣＴ活用工事 

(1) ＩＣＴ活用工事における付帯構造物設置工 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）とする

が、次のイ、エ及びオの段階で活用を必須としアの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用を選択

し、部分的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）とする。 

ア ３次元起工測量 

イ ３次元設計データ作成 

ウ 該当無し 

エ ３次元出来形管理等の施工管理 

オ ３次元データの納品 

 

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）実施要領 国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象とすることができる工事は、建設工事指名業者等選定要綱の別表第２左欄に掲げる

発注工事の種類において「一般土木工事」、「法面処理工事」及び「舗装工事」を原則とし、次のア、イに

該当する工事とする。 

ア 対象工種 

ＩＣＴ活用工事の対象は、次に該当する種別（工種体系ツリーにおけるレベル３種別）とする。 

・コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） 

・コンクリートブロック工（間知ブロック張） 

・コンクリートブロック工（平ブロック張） 

・コンクリートブロック工（連節ブロック張） 

・コンクリートブロック工（緑化ブロック積） 

・ブロック積擁壁工 

・緑化ブロック工 

・石積（張）工 

・側溝工 

プレキャストＵ型側溝 

Ｌ型側溝 

自由勾配側溝 

・管渠工 

・暗渠工 

・縁石工 

縁石 

アスカーブ 

・基礎工（護岸） 

現場打基礎 

プレキャスト基礎 
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・海岸コンクリートブロック工 

・コンクリート被覆工 

・護岸付属物工 

 

イ 適用対象外 

従来施工において、土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用対象

外とする。 

 

２ 発注型式 

ＩＣＴ土工及びＩＣＴ舗装工における関連施工工種とするため、ＩＣＴ付帯構造物設置工単独での発注は行

わない。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 

 

(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

ア 発注型式における積算方法 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものとす

る。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目につ

いて、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）積算要領 国土交通

省」に基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

イ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用 

従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初

設計において３次元起工測量及び３次元設計データ作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元起工測量

及び３次元設計データ作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元起工測

量及び３次元設計データの作成を指示し、設計変更において共通仮設費の技術管理費に計上するものとす

る。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 

ウ ３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用 

(ｱ) ３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元データ納品を行う場合は、費用の

妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が「ＩＣＴ活用工事（付帯構造

物設置工）積算要領 国土交通省」に基づき算出される金額を下回る場合は、見積書により算出される

金額を積算計上額とする。 

(ｲ) 見積りにより算出される金額には、共通仮設費（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形

管理及び３次元データ納品に要する費用）と現場管理費（外注経費 を含む ）に加え、一般管理費等を

含むこととする。また、見積りには、３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を行う対

象範囲を明記するものとする。 
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(ｳ) 見積りにより算出される金額を積算計上額として採用する場合は、全ての間接費の対象外として共通

仮設費の技術管理費に積上げ計上する ものとする 。 

(ｴ) 受注者から見積りの提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の

費用は計上しないものとする。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 
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第 11 ＩＣＴ活用工事（法面工） 

１ ＩＣＴ活用工事 

(1) ＩＣＴ活用工事における法面工 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（法面工）とするが、次の

イ、エ及びオの段階で活用を必須としアの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用を選択し、部分

的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事（法面工）とする。 

ア ３次元起工測量 

イ ３次元設計データ作成 

ウ 該当無し 

エ ３次元出来形管理等の施工管理 

オ ３次元データの納品 

  

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（法面工）実施要領 国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象とすることができる工事は、建設工事指名業者等選定要綱の別表第２左欄に掲げる

発注工事の種類において「一般土木工事」、「法面処理工事」を原則とし、次のア、イに該当する工事とす

る。 

ア 対象工種 

ＩＣＴ活用工事の対象は、次の表２に該当する種別及び細別（工種体系ツリーにおけるレベル３種別と

レベル４細別）とする。 

表２ ＩＣＴ活用工事の対象種別及び細別 

レベル３ 

種別 

レベル４ 

細別 

植生工 種子散布 

筋芝 

市松芝 

植生シート 

植生マット 

植生筋 

人工張芝 

植生穴 

植生基材吹付 

客土吹付 

法面吹付工 コンクリート吹付 

吹付工 モルタル吹付 

法枠工 現場打法枠 

吹付枠 
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イ 適用対象外 

従来施工において、土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用対象

外とする。 

 

２ 発注型式 

ＩＣＴ活用工事の発注型式は、次の(1)～(3)によるものとする。 

(1) 発注者指定型 

ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用する工事を発注者指定型とする。 

なお、次の２(3)の発注型式に該当する工事を、発注者指定型に設定することも可能とする。 

 

(2) 発注者指定（簡易）型 

発注者は発注者指定型を除く全ての工事を発注者指定（簡易）型に設定することも可能とする。 

 

(3) 受注者希望型 

発注者は発注者指定型を除く全ての工事を受注者希望型に設定することも可能とする。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（法面工）実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 

 

(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（法面工）実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

ア 発注型式における積算方法 

(ｱ) 発注者指定型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（法面工）積算要領 国土交通省」に基づき積算を行い、当初設計にお

いてＩＣＴの活用（上記第 11 の１(1)エ及びオ）に係る経費を計上するものとする。 

(ｲ) 発注者指定（簡易）型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（法面工）積算要領 国土交通省」に基づき積算を行い、当初設計にお

いてＩＣＴの活用（上記第 11 の１(1)エ及びオ）に係る経費を計上するものとする。契約後の協議にお

いて、受注者からの希望がありＩＣＴを活用（上記第 11 の１(1)ア）する場合、ＩＣＴを活用する項目

について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（法面工）積算要領 国土交通省」に

基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

(ｳ) 受注者希望型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものと

する。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目

について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（法面工）積算要領 国土交通省」に

基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

イ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（共通） 
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従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初

設計において３次元起工測量及び３次元設計データ作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元起工測量

及び３次元設計データ作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元起工測

量及び３次元設計データの作成を指示し、設計変更において共通仮設費の技術管理費に計上するものとす

る。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 

ウ ３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用（共通） 

(ｱ) ３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元データ納品を行う場合は、費用の

妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が「ＩＣＴ活用工事（法面工）

積算要領 国土交通省」に基づき算出される金額を下回る場合は、見積書により算出される金額を積算

計上額とする。 

(ｲ) 見積りにより算出される金額には、共通仮設費（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形

管理及び３次元データ納品に要する費用）と現場管理費（外注経費 を含む ）に加え、一般管理費等を

含むこととする。また、見積りには、３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を行う対

象範囲を明記するものとする。 

(ｳ) 見積りにより算出される金額を積算計上額として採用する場合は、全ての間接費の対象外として共通

仮設費の技術管理費に積上げ計上する ものとする 。 

(ｴ) 受注者から見積りの提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の

費用は計上しないものとする。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 
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第 12 ＩＣＴ活用工事（地盤改良工） 

１ ＩＣＴ活用工事 

(1) ＩＣＴ活用工事における地盤改良工 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（地盤改良工）とするが、次

のイ、ウ、エ及びオの段階で活用を必須としアの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用を選択

し、部分的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）とする。 

ア ３次元起工測量 

イ ３次元設計データ作成 

ウ ＩＣＴ建設機械による施工 

エ ３次元出来形管理等の施工管理 

オ ３次元データの納品 

 

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）実施要領 国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象とすることができる工事は、建設工事指名業者等選定要綱の別表第２左欄に掲げる

発注工事の種類において「一般土木工事」を原則とし、次のア、イに該当する工事とする。 

ア 対象工種 

ＩＣＴ活用工事の対象は、次の表３に該当する種別及び細別（工種体系ツリーにおけるレベル３種別と

レベル４細別）とする。 

表３ ＩＣＴ活用工事の対象種別及び細別 

レベル３ 

種別 

レベル４ 

細別 

路床安定処理工 

表層安定処理工 

安定処理 

固結工 中層混合処理 

スラリー攪拌 

 

 

イ 適用対象外 

従来施工において、地盤改良工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工

事は適用対象外とする。 

 

２ 発注型式 

ＩＣＴ活用工事の発注型式は、次の(1)～(3)によるものとする。 

(1) 発注者指定型 

ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用する工事を発注者指定型とする。 

なお、次の２(2)、(3)の発注型式に該当する工事を、発注者指定型に設定することも可能とする。 

 

(2) 発注者指定（簡易）型 
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発注者は発注者指定型を除く全ての工事を発注者指定（簡易）型に設定することも可能とする。 

 

(3) 受注者希望型 

発注者は発注者指定型を除く全ての工事を受注者希望型に設定することも可能とする。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 

 

(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

ア 発注型式における積算方法 

(ｱ) 発注者指定型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）積算要領 国土交通省」に基づき積算を行い、当初設計

においてＩＣＴの活用（上記第 12の１(1)ウ、エ及びオ）に係る経費を計上するものとする。 

(ｲ) 発注者指定（簡易）型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）積算要領 国土交通省」に基づき積算を行い、当初設計

においてＩＣＴの活用（上記第 12の１(1)ウ、エ及びオ）に係る経費を計上するものとする。契約後の

協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用（上記第 12 の１(1)ア）する場合、ＩＣＴを活用

する項目について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）積算要領 国

土交通省」に基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

(ｳ) 受注者希望型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものと

する。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目

について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）積算要領 国土交通

省」に基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

イ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（共通） 

従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初

設計において３次元起工測量及び３次元設計データ作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元起工測量

及び３次元設計データ作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元起工測

量及び３次元設計データの作成を指示し、設計変更において共通仮設費の技術管理費に計上するものとす

る。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 
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第 13 ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工）） 

１ ＩＣＴ活用工事 

(1) ＩＣＴ活用工事における舗装工（修繕工） 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））とする

が、次のイ及びオの段階で活用を必須としア、ウ及びエの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用

を選択し、部分的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））とする。 

ア ３次元起工測量 

イ ３次元設計データ作成 

ウ ＩＣＴ建設機械による施工（施工管理システム）（選択） 

エ ３次元出来形管理等の施工管理（選択） 

オ ３次元データの納品 

 

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））実施要領 国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事の対象とすることができる工事は、建設工事指名業者等選定要綱の別表第２左欄に掲げる

発注工事の種類において「一般土木工事」、「舗装工事」を原則とし、次のア、イに該当する工事とする。 

ア 対象工種 

ＩＣＴ活用工事の対象は、次の表４に該当する工種及び種別（工種体系ツリーにおけるレベル２工種と

レベル３種別）とする。 

表４ ＩＣＴ活用工事の対象工種及び種別 

レベル１ 

工事区分 

レベル２ 

工種 

レベル３ 

種別 

道路維持 

道路修繕 

橋梁保全工事 

舗装工 切削オーバーレイ工 

路面切削工 

   

イ 適用対象外 

従来施工において、舗装工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は

適用対象外とする。 

 

２ 発注型式 

ＩＣＴ活用工事の発注型式は、次の(1)～(3)によるものとする。 

(1) 発注者指定型 

ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用する工事を発注者指定型とする。 

なお、次の２(2)、(3)の発注型式に該当する工事を、発注者指定型に設定することも可能とする。 

 

(2) 発注者指定（簡易）型 

舗装面積 3,000m2以上の工事を原則、発注者が設定した対象工事に適用する。 

なお、次の２(3)の発注型式に該当する工事を、発注者指定（簡易）型に設定することも可能とする。 
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(3) 受注者希望型 

舗装面積 3,000m2未満の工事を原則、発注者が設定した対象工事に適用する。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 

 

(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

ア 発注型式における積算方法 

(ｱ) 発注者指定型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））積算要領 国土交通省」に基づき積算を行い、当

初設計においてＩＣＴの活用（上記第 13の１(1)ウ）に係る経費を計上するものとする。 

(ｲ) 発注者指定（簡易）型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものと

する。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用（上記第 13 の１(1)ア、ウ、エ）

する場合、ＩＣＴを活用する項目について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（舗

装工（修繕工））積算要領 国土交通省」に基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

(ｳ) 受注者希望型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものと

する。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目

について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））積算要領 国土

交通省」に基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

イ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（共通） 

従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初

設計において３次元起工測量及び３次元設計データ作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元起工測量

及び３次元設計データ作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元起工測

量及び３次元設計データの作成を指示し、設計変更において共通仮設費の技術管理費に計上するものとす

る。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 
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第 14 ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋梁上部）） 

１ ＩＣＴ活用工事 

(1) ＩＣＴ活用工事における構造物工（橋梁上部） 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））

とするが、次のイ、エ及びオの段階で活用を必須としアの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用

を選択し、部分的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋梁上部））とする。 

ア ３次元起工測量 

イ ３次元設計データ作成 

ウ 該当無し 

エ ３次元出来形管理等の施工管理 

オ ３次元データの納品 

 

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋梁上部）実施要領国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋梁上部））の対象とすることができる工事は、建設工事指名業者等選定要

綱の別表第２左欄に掲げる発注工事の種類において「橋梁上部工事」を原則とし、次のア、イに該当する工

事とする。 

ア 対象工種 

  ＩＣＴ活用工事の対象は、次の(ｱ)、(ｲ)に該当する工種（工種体系ツリーにおけるレベル１工種）とす

る。 

(ｱ) 鋼橋上部 

(ｲ) コンクリート橋上部 

 

イ 適用対象外 

従来施工において、土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用対象

外とする。 

 

２ 発注型式 

ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋梁上部））の発注型式は、次の(1)～(3)によるものとする。 

(1) 発注者指定型 

ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用する工事を発注者指定型とする。 

なお、ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用しない工事を、発注者指定型

に設定することも可能とする。 

 

(2) 発注者指定（簡易）型 

発注者は発注者指定型を除く全ての工事を発注者指定（簡易）型に設定することも可能とする。 

 

(3) 受注者希望型 

発注者は発注者指定型を除く全ての工事を受注者希望型に設定することも可能とする。 
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３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋梁上部））実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 

 

(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋梁上部））実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

ア 発注型式における積算方法 

(ｱ) 発注者指定型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおり積算を行い、発注するものとす

る。契約後の協議において、ＩＣＴの活用（上記第 14 の１(1)ア及びイ）に係る経費を計上するものと

する。 

(ｲ) 発注者指定（簡易）型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおり積算を行い、発注するものとす

る。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用（上記第 14の１(1)ア）する場合、

ＩＣＴを活用する項目について、各段階のＩＣＴの活用（上記第 14の１(1)ア及びイ）に係る経費を設

計変更の対象とする。 

(ｳ) 受注者希望型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものと

する。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目

について、各段階のＩＣＴの活用に係る（上記第 14の１(1)ア及びイ）に係る経費を設計変更の対象と

する。 

イ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（共通） 

従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初

設計において３次元起工測量及び３次元設計データ作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元起工測量

及び３次元設計データ作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元起工測

量及び３次元設計データの作成を指示し、設計変更において共通仮設費の技術管理費に計上するものとす

る。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 

ウ ３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用（共通） 

構造物工（橋梁上部）における、３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元デ

ータ納品の経費は、補正係数を乗じない共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 
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第 15 ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台）） 

１ ＩＣＴ活用工事 

(1) ＩＣＴ活用工事における構造物工（橋脚・橋台） 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））

とするが、次のイ、エ及びオの段階で活用を必須としアの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用

を選択し、部分的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））とする。 

ア ３次元起工測量 

イ ３次元設計データ作成 

ウ 該当無し 

エ ３次元出来形管理等の施工管理 

オ ３次元データの納品 

 

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台）実施要領国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））の対象とすることができる工事は、建設工事指名業者等選定

要綱の別表第２左欄に掲げる発注工事の種類において「一般土木工事」を原則とし、次のア、イに該当する

工事とする。 

ア 対象工種 

  ＩＣＴ活用工事の対象は、次の(ｱ)、(ｲ)に該当する工種（工種体系ツリーにおけるレベル２工種）とす

る。 

(ｱ) 橋台工 

・橋台躯体工 

(ｲ) ＲＣ橋脚工 

・橋脚躯体工 

 

イ 適用対象外 

従来施工において、土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用対象

外とする。 

 

２ 発注型式 

ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））の発注型式は、次の(1)～(3)によるものとする。 

(1) 発注者指定型 

ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用する工事を発注者指定型とする。 

なお、ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用しない工事を、発注者指定型

に設定することも可能とする。 

 

(2) 発注者指定（簡易）型 

発注者は発注者指定型を除く全ての工事を発注者指定（簡易）型に設定することも可能とする。 
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(3) 受注者希望型 

発注者は発注者指定型を除く全ての工事を受注者希望型に設定することも可能とする。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 

 

(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

ア 発注型式における積算方法 

(ｱ) 発注者指定型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））積算要領 国土交通省」に基づき積算を行

い、当初設計においてＩＣＴの活用（上記第 15の１(1)エ及びオ）に係る経費を計上するものとする。 

(ｲ) 発注者指定（簡易）型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））積算要領 国土交通省」に基づき積算を行

い、当初設計においてＩＣＴの活用（上記第 15の１(1)エ及びオ）に係る経費を計上するものとする。

契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用（上記第 15の１(1)ア）する場合、ＩＣ

Ｔを活用する項目について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・

橋台））積算要領 国土交通省」に基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

(ｳ) 受注者希望型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものと

する。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目

について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））積算要領 

国土交通省」に基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

イ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（共通） 

従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初

設計において３次元起工測量及び３次元設計データ作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元起工測量

及び３次元設計データ作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元起工測

量及び３次元設計データの作成を指示し、設計変更において共通仮設費の技術管理費に計上するものとす

る。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 

ウ ３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用（共通） 

(ｱ) ３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元データ納品を行う場合は、費用の

妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が「ＩＣＴ活用工事（構造物工

（橋脚・橋台））積算要領 国土交通省」に基づき算出される金額を下回る場合は、見積書により算出

される金額を積算計上額とする。 

(ｲ) 見積りにより算出される金額には、共通仮設費（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形

管理及び３次元データ納品に要する費用）と現場管理費（外注経費 を含む ）に加え、一般管理費等を
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含むこととする。また、見積りには、３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を行う対

象範囲を明記するものとする。 

(ｳ) 見積りにより算出される金額を積算計上額として採用する場合は、 現場管理費及び一般管理費等の

対象外として共通仮設費の技術管理費に積上げ計上する ものとする 。 

(ｴ) 受注者から見積りの提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の

費用は計上しないものとする。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 
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第 16 ＩＣＴ活用工事（擁壁工） 

１ ＩＣＴ活用工事 

(1) ＩＣＴ活用工事における擁壁工 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（擁壁工）とするが、次の

イ、エ及びオの段階で活用を必須としアの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用を選択し、部分

的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事（擁壁工）とする。 

ア ３次元起工測量 

イ ３次元設計データ作成 

ウ 該当無し 

エ ３次元出来形管理等の施工管理 

オ ３次元データの納品 

 

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（擁壁工）実施要領国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事（擁壁工）の対象とすることができる工事は、建設工事指名業者等選定要綱の別表第２左

欄に掲げる発注工事の種類において「一般土木工事」を原則とし、次のア、イに該当する工事とする。 

ア 対象工種 

  ＩＣＴ活用工事の対象は、次に該当する工種（工種体系ツリーにおけるレベル２工種）とする。 

擁壁工 

・補強土（テールアルメ）壁工法 

・多数アンカー補強土壁工法 

・ジオテキスタイル補強土壁 

・現場打擁壁工 

・プレキャスト擁壁工 

イ 適用対象外 

従来施工において、土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用対象

外とする。 

 

２ 発注型式 

ＩＣＴ活用工事（擁壁工）の発注型式は、次の(1)～(3)によるものとする。 

(1) 発注者指定型 

ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用する工事を発注者指定型とする。 

なお、ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用しない工事を、発注者指定型

に設定することも可能とする。 

 

(2) 発注者指定（簡易）型 

発注者は発注者指定型を除く全ての工事を発注者指定（簡易）型に設定することも可能とする。 

 

(3) 受注者希望型 
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発注者は発注者指定型を除く全ての工事を受注者希望型に設定することも可能とする。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（擁壁工）実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 

 

(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（擁壁工）実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

ア 発注型式における積算方法 

(ｱ) 発注者指定型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（擁壁工）積算要領 国土交通省」に基づき積算を行い、当初設計にお

いてＩＣＴの活用（上記第 16 の１(1)エ及びオ）に係る経費を計上するものとする。 

(ｲ) 発注者指定（簡易）型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（擁壁工）積算要領 国土交通省」に基づき積算を行い、当初設計にお

いてＩＣＴの活用（上記第 16 の１(1)エ及びオ）に係る経費を計上するものとする。契約後の協議にお

いて、受注者からの希望がありＩＣＴを活用（上記第 16 の１(1)ア）する場合、ＩＣＴを活用する項目

について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（擁壁工）積算要領 国土交通省」に

基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

(ｳ) 受注者希望型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものと

する。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目

について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（擁壁工）積算要領 国土交通省」に

基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

イ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（共通） 

従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初

設計において３次元起工測量及び３次元設計データ作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元起工測量

及び３次元設計データ作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元起工測

量及び３次元設計データの作成を指示し、設計変更において共通仮設費の技術管理費に計上するものとす

る。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 

ウ ３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用（共通） 

(ｱ) ３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元データ納品を行う場合は、費用の

妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が「ＩＣＴ活用工事（擁壁工）

積算要領 国土交通省」に基づき算出される金額を下回る場合は、見積書により算出される金額を積算

計上額とする。 

(ｲ) 見積りにより算出される金額には、共通仮設費（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形

管理及び３次元データ納品に要する費用）と現場管理費（外注経費 を含む ）に加え、一般管理費等を

含むこととする。また、見積りには、３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を行う対

象範囲を明記するものとする。 
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(ｳ) 見積りにより算出される金額を積算計上額として採用する場合は、全ての間接費の対象外として共通

仮設費の技術管理費に積上げ計上する ものとする 。 

(ｴ) 受注者から見積りの提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の

費用は計上しないものとする。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 
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第 17 ＩＣＴ活用工事（基礎工） 

１ ＩＣＴ活用工事 

(1) ＩＣＴ活用工事における基礎工 

次のア～オの全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用することをＩＣＴ活用工事（擁壁工）とするが、次の

イ、エ及びオの段階で活用を必須としアの段階で受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の活用を選択し、部分

的に活用する工事を簡易型ＩＣＴ活用工事（擁壁工）とする。 

ア ３次元起工測量 

イ ３次元設計データ作成 

ウ 該当無し 

エ ３次元出来形管理等の施工管理 

オ ３次元データの納品 

 

(2) ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

「ＩＣＴ活用工事（基礎工）実施要領国土交通省」の１－３に準ずる。 

 

(3) ＩＣＴ活用工事の対象工事 

ＩＣＴ活用工事（擁壁工）の対象とすることができる工事は、建設工事指名業者等選定要綱の別表第２左

欄に掲げる発注工事の種類において「一般土木工事」を原則とし、次のア、イに該当する工事とする。 

ア 対象工種 

  ＩＣＴ活用工事の対象は、次の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)に該当する工種（工種体系ツリーにおけるレベル３工

種）とする。 

(ｱ) 矢板工 

(ｲ) 既製杭工 

(ｳ) 場所打杭工 

 

イ 適用対象外 

従来施工において、土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用対象

外とする。 

 

２ 発注型式 

ＩＣＴ活用工事（基礎工）の発注型式は、次の(1)～(3)によるものとする。 

(1) 発注者指定型 

ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用する工事を発注者指定型とする。 

なお、ＣＩＭ推進モデル業務を実施した成果（３次元設計データ等）を使用しない工事を、発注者指定型

に設定することも可能とする。 

 

(2) 発注者指定（簡易）型 

発注者は発注者指定型を除く全ての工事を発注者指定（簡易）型に設定することも可能とする。 

 

(3) 受注者希望型 

発注者は発注者指定型を除く全ての工事を受注者希望型に設定することも可能とする。 
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３ ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

(1) 施工管理、監督・検査の対応 

「ＩＣＴ活用工事（基礎工）実施要領 国土交通省」の４－１に準ずる。 

 

(2) ３次元設計データ等の貸与 

「ＩＣＴ活用工事（基礎工）実施要領 国土交通省」の４－２に準ずる。 

 

(3) 工事費の積算 

ア 発注型式における積算方法 

(ｱ) 発注者指定型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（基礎工）積算要領 国土交通省」に基づき積算を行い、当初設計にお

いてＩＣＴの活用（上記第 17 の１(1)エ及びオ）に係る経費を計上するものとする。 

(ｲ) 発注者指定（簡易）型 

発注者は、「ＩＣＴ活用工事（基礎工）積算要領 国土交通省」に基づき積算を行い、当初設計にお

いてＩＣＴの活用（上記第 17 の１(1)エ及びオ）に係る経費を計上するものとする。契約後の協議にお

いて、受注者からの希望がありＩＣＴを活用（上記第 17 の１(1)ア）する場合、ＩＣＴを活用する項目

について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（擁壁工）積算要領 国土交通省」に

基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

(ｳ) 受注者希望型 

発注者は、「土木工事標準積算基準書 広島県」に基づき従来どおりの積算を行い、発注するものと

する。契約後の協議において、受注者からの希望がありＩＣＴを活用する場合、ＩＣＴを活用する項目

について、各段階のＩＣＴの活用に係る経費を「ＩＣＴ活用工事（基礎工）積算要領 国土交通省」に

基づき積算を行い、設計変更の対象とする。 

イ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用（共通） 

従来基準による２次元の設計データを使用しＩＣＴ活用工事を発注する場合、発注型式に関わらず当初

設計において３次元起工測量及び３次元設計データ作成に係る費用を計上せず、受注者に３次元起工測量

及び３次元設計データ作成に係る費用について見積書の提出を求め、その内容を確認の上、３次元起工測

量及び３次元設計データの作成を指示し、設計変更において共通仮設費の技術管理費に計上するものとす

る。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 

ウ ３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用（共通） 

(ｱ) ３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び３次元データ納品を行う場合は、費用の

妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が「ＩＣＴ活用工事（基礎工）

積算要領 国土交通省」に基づき算出される金額を下回る場合は、見積書により算出される金額を積算計

上額とする。 

(ｲ) 見積りにより算出される金額には、共通仮設費（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形

管理及び３次元データ納品に要する費用）と現場管理費（外注経費 を含む ）に加え、一般管理費等を

含むこととする。また、見積りには、３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を行う対

象範囲を明記するものとする。 
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(ｳ) 見積りにより算出される金額を積算計上額として採用する場合は、全ての間接費の対象外として共通

仮設費の技術管理費に積上げ計上する ものとする 。 

(ｴ) 受注者から見積りの提出がない場合は、３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の

費用は計上しないものとする。 

発注者は提出された見積書の写しを、当分の間、技術企画課に情報提供するものとする。 
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附 則 

１ この要領は、令和２年６月１日から施行し、施行日以降に公告する工事から適用する。 

２ 令和３年６月１日改定については、令和３年６月１日から施行する。 

３ 令和４年６月１日改定については、ＩＣＴ活用工事（土工）試行要領及びＩＣＴ活用工事（舗装工）を統合

し、令和４年６月１日から施行する。 

４ 令和５年６月１日改定については、令和５年６月１日から施行する。 
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細
別

注
）

１
．
細
別
区
分
及
び
施
工
条
件
区
分
毎
に
様
式
を
作
成
。
細
別
区
分
及
び
施
工
条
件
区
分
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
項
目
を
セ
ル

　
　
の
リ
ス
ト
か
ら
選
択
。

２
．
各
日
に
ＩＣ
Ｔ
建
機
、
通
常
建
機
の
稼
働
台
数
を
記
入
。

３
．
稼
働
状
況
に
つ
い
て
は
次
の
方
法
、
ま
た
は
、
監
督
職
員
と
協
議
の
う
え
定
め
た
、
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
確
認
を
行
う
こ
と
。

　
・
ＩＣ
Ｔ
建
機
、
通
常
建
機
の
稼
働
前
点
検
の
記
録
や
工
事
日
誌
の
写
し
の
提
出
に
よ
る
確
認
。

　
・
ＩＣ
Ｔ
建
機
に
つ
い
て
は
、
施
工
履
歴
の
提
出
に
よ
る
確
認
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

延
べ
台
数
（
合
計
）

IC
T
建
機

通
常
建
機

0 0

割
合

延
べ

使
用

台
数

延
べ

使
用

台
数

工
事

名

工
事

場
所

工
期

土
質

施
工

方
法

0

○
月

0

台
数

台
数

ＩＣ
Ｔ
建
機

障
害

の
有

無

施
工

数
量

○
月

通
常
建
機

ＩＣ
Ｔ
建
機

通
常
建
機

通
常
建
機

ＩＣ
Ｔ
建
機

台
数0 0

○
月

0

延
べ

使
用

台
数

0


